
●相続・遺言など 夜間・休日対応・出張もOK

お困りのことはありませんか？　　初回相談無料

〈
広
告
〉

　

町
で
は
、
若
者
の
経
済
負
担
を

軽
減
し
、
生
活
を
支
援
す
る
た
め

に
奨
学
金
の
償
還
支
援
制
度
を
設

け
て
い
ま
す
。

　

町
内
に
就
業
し
て
か
ら
12

ヵ
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
で
あ
れ
ば
申

請
が
可
能
で
す
。
希
望
さ
れ
る
方

は
、
償
還
制
度
の
内
容
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
詳
し
い
内
容
は
、
町

H
P
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

4
月
1
日
か
ら
申
請
書
類
の
様

式
が
変
更
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
支
援
要
件
】

・
町
内
で
新
た
に
正
規
雇
用
さ
れ

た
方

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

・
町
内
事
業
所
等
に
3
年
以
上
継

続
し
て
勤
務
す
る
見
込
み
が
あ

る
方

・
国
家
公
務
員
お
よ
び
地
方
公
務

員
、
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で

な
い
方
（
職
種
に
よ
っ
て
は
、

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

【
支
援
金
額
】
最
大
24

万
円　

※
一
括
交
付

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

商
工
観
光
労
政
課
労
政
係
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上
下
水
道
料
金
、
学
校
給
食

費
、
保
育
所
利
用
者
負
担
金
お
よ

び
町
営
住
宅
家
賃
と
い
っ
た
町
に

支
払
う
べ
き
料
金
な
ど
を
滞
納
し

た
場
合
は
、
督
促
状
や
催
告
書
に

よ
り
滞
納
を
解
消
し
て
も
ら
う
よ

う
収
納
対
策
を
進
め
て
い
ま
す

が
、
自
主
的
に
納
付
し
な
か
っ
た

り
、
納
付
誓
約
を
守
ら
な
い
滞
納

者
が
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
財
源
の
確
保
・
公
平

性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
滞
納
者

に
対
し
て
は
、
給
与
な
ど
の
財
産

差
し
押
さ
え
や
、
町
営
住
宅
明
渡

し
請
求
、
給
水
停
止
な
ど
を
強
く

進
め
て
い
ま
す
。

　

催
告
書
な
ど
が
届
く
前
に
、
速

や
か
に
各
担
当
課
ま
で
ご
相
談
い

た
だ
き
、
滞
納
の
解
消
に
努
め
て

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

財
務
課
収
納
推
進
係　
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町
で
は
、
運
転
免
許
証
を
自
主

返
納
も
し
く
は
更
新
せ
ず
に
失
効

し
た
方
に
対
し
、
ハ
イ
ヤ
ー
助
成

券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
運
転
す
る
こ
と
が
不
安
に

な
っ
て
き
た
高
齢
者
の
方
へ
自
主

返
納
を
促
進
し
、
交
通
事
故
の
減

少
を
図
る
と
と
も
に
、
運
転
免
許

証
を
返
納
さ
れ
た
方
が
、
生
活
の

手
段
で
あ
っ
た
自
動
車
を
使
用
で

き
な
く
な
る
こ
と
に
よ
る
通
院
や

買
い
物
へ
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
1
年

以
内
に
免
許
を
自
主
返
納
、
失
効

さ
れ
た
方
を
対
象
と
し
て
い
ま
す

の
で
、
申
請
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

継
続
申
請
（
2
年
目
）
も
随
時

受
付
中
で
す
。
お
近
く
の
窓
口

（
役
場
・
各
支
所
）
で
お
手
続
き

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
自
主
返
納
し
、
運
転
経

歴
証
明
書
を
取
得
さ
れ
た
方
は
道

内
の
協
賛
企
業
の
さ
ま
ざ
ま
な
特

典
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
「
運
転
免
許
証
自
主
返

納
サ
ポ
ー
ト
北
海
道
」
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

総
務
課
庶
務
交
通
係
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運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援

事
業
の
お
知
ら
せ

ハ
イ
ヤ
ー
助
成
券
を

　
　
　
　

交
付
し
ま
す

労
働
者
個
人
と
使
用
者
の

労
働
紛
争
解
決
の
お
手
伝
い

個
別
的
労
使
紛
争
の

　
　
　
　
　

あ
っ
せ
ん

町
民
向
け
宿
泊
助
成
事
業

「
や
く
も
割
」
終
了
の

お
知
ら
せ

　

北
海
道
労
働
委
員
会
で
は
、
労

働
問
題
に
詳
し
い
経
験
豊
か
な

「
あ
っ
せ
ん
員
」
が
、
当
事
者
双
方

か
ら
お
話
を
う
か
が
い
、
問
題
点

を
整
理
し
た
上
で
助
言
等
を
行

い
、
歩
み
寄
り
に
よ
る
解
決
を
図

る
「
あ
っ
せ
ん
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

・
申
請
は
簡
単
・
費
用
は
無
料
！

・
遠
隔
地
は
現
地
に
出
向
き
ま
す
！

・
秘
密
厳
守
！

・
迅
速
に
対
応
し
ま
す
！

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

・
労
働
問
題
に
関
す
る
ご
相
談
は

「
労
働
相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

　

☎
0
1
2
0
│
81
│
6
1
0
5

・
あ
っ
せ
ん
制
度
の
ご
利
用
、
ご
相

談
は
「
北
海
道
労
働
委
員
会
事

務
局
」
札
幌
市
中
央
区
北
3
条

西
7
丁
目
北
海
道
庁
別
館
10
階

　

☎
0
1
1
│
2
0
4
│
5
6
6
7

（
直
通
）

※
来
庁
さ
れ
る
場
合
は
事
前
に
ご

　

連
絡
く
だ
さ
い
。

町
の
奨
学
金
償
還
支
援
制

度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

滞
納
処
分
な
ど
を

　
　

強
化
し
て
い
ま
す

　

緊
急
事
態
宣
言
の
発
令
に
伴

い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
防
止
の
観
点
か
ら
9
月
30

日
を

も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

商
工
観
光
労
政
課
商
工
観
光
係
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